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再発防止策の進捗状況に関するお知らせ（経過報告） 

 

当社は、平成 27 年５月 26 日付「再発防止策の進捗状況に関するお知らせ（経過報告）」におい

て公表いたしました不適切な会計処理に係る責任追及等について、本日開催の当社取締役会及び

監査役会にて、現時点における方向性を決定いたしましたのでご報告いたします。 

 

記 

 

１．不適切な会計処理に係る責任追及の方向性決定の経緯 

当社は、不適切な会計処理に係る前社長及び平成 24 年に受けた税務調査時における当時の役

員、及び不適切な会計処理に係る取引等（以下、「本取引」という。）に関与した役員に対する

責任問題について検討してまいりました。具体的には、当社は、特別な利害関係のない弁護士

に対して、役員の法的責任についての調査・検討を依頼し、その検討結果を参考として、当社

取締役会及び監査役会において、本取引時の取締役及び監査役に対する責任追及について検討

を重ねてまいりました。 

公正な立場からの検討及び決定を担保すべく、監査役会においては、本年６月 22 日に開催さ

れた当社定時株主総会で新たに選任された独立社外監査役２名に本取引時の取締役に対する責

任追及の方向性の決定を一任しており、また取締役会においても、本年６月 22 日に開催された

当社定時株主総会で新たに選任された取締役３名（うち独立社外取締役２名）及び本取引への

関与が認められない社外取締役１名の４名が検討を行い、本取引時の監査役の責任追及の方向

性を決定しております。 

 

２．前社長に対する対応方針 

当社は、上記１.の検討の結果、不適切な会計処理に係る取引は岡村幸彦氏（以下、「前社長」

という。）が主体的に行ったものであることに鑑みて、前社長に対して、不適切な会計処理によ

り当社が被った損害の賠償を求めてまいることを決定いたしました。 

具体的には、当社は、本取引に係る不適切な会計処理によって、本取引や当該会計処理の実

態解明のための調査、過年度の有価証券報告書や決算短信等の訂正等を余儀なくされました。 

つきましては、当社は、これらに係る費用を損害額として、前社長に対しその賠償を求めて

まいります。 

 

３．その他の取締役に対する対応方針 

当社は、上記１．の検討の結果、本取引時におけるその他の取締役については、不適切な会



                         

計処理に係る取引は前社長が主体的に行ったものであること、善管注意義務違反の有無・程度・

立証可能性、損害の回収可能性及び裁判費用等を総合的に勘案の上、責任追及を行わないこと

といたしました。 

 

４．監査役に対する対応方針 

当社は、上記１．の検討の結果、本取引時における監査役については、不適切な会計処理に

係る取引は前社長が主体的に行ったものであること、善管注意義務違反の有無・程度・立証可

能性、損害の回収可能性及び裁判費用等を総合的に勘案の上、責任追及を行わないことといた

しました。 

 

５．今後の見通し 

今後の責任追及の経過につきましては、当社の業績に与える影響を含め、適時に開示してま

いります。 

 

以上 


